
平成２８年第７回宇佐市教育委員会会議録 

 

 平成２８年６月２３日午後２時００分、宇佐市教育委員会を宇佐市民図書館

２階研修室に招集した会議は次のとおりです。 

 

・出席委員   委 員 長          佐藤 修水 

委 員 長職務代理      矢野 省三 

       委 員            松永 建比古 

      委 員            秋吉 禮子 

教 育 長          近藤 一誠 

           

   ・欠席委員  なし 

 

・説明のため会議に出席した職員 

       教育次長兼教育総務課長     高月 晴彦 

      学校教育課長         川島 数志 

       社会教育課長         佐藤 良二郎 

       図書館長           畑迫 敏恵 

       学校給食課長         吉武 裕子 

               

・本会議の書記 

        教育総務課教育総務係主幹（総括）向 英子 

 

・傍聴者    １名 

 

◎附議事項 

議第６０号 指定校変更について           （学校教育課） 

議第６１号 宇佐海軍航空隊跡活用計画検討委員会設置要綱の一部改正 

について                （社会教育課） 

議第６２号 宇佐海軍航空隊資料収集検討委員会設置要綱の一部改正に

ついて                 （社会教育課） 

 

◎追加議案 

議第６３号 宇佐海軍航空隊等資料収集委員会委員の委嘱について                

（社会教育課） 

議第６４号 過去議案の訂正について         （社会教育課） 

 



◎報告事項 

 （１）７月の行事等の予定について           （ 各  課 ） 

 

（開始 午後２時００分） 

 

委 員 長  平成２８年第６回宇佐市教育委員会会議録を承認後、開会を告

げる。 

 

（開会 午後２時０５分） 

 

 

委 員 長  議第６０号指定校変更について、学校教育課に説明を求める。 

学校教育課長 議第６０号指定校変更についてご説明いたします。２Ｐをご覧

ください。今回の申請は小学校５年生１人、小学校６年生１人

の計２人です。なお、登下校においては、保護者が責任を負う

ことになります。（変更理由などは議案に記載） 

委 員 長  何か質問はないか。異議がないので議第６０号指定校変更につ

いては、承認し、次に議第６１号宇佐海軍航空隊跡活用計画検

討委員会設置要綱の一部改正について社会教育課に説明を求め

る。 

社会教育課長 議第６１号宇佐海軍航空隊跡活用計画検討委員会設置要綱の一

部改正について説明いたします。提案理由につきましては、４

Ｐに掲載をしております。昨年度策定した「第２次宇佐海軍航

空隊跡保存整備計画書」に沿った形で遺構の保存整備を実施す

るとともに、航空隊跡の総合的な活用及び保存整備の進捗状況

などを報告するために要綱改正するものです。 

今回の改正のポイントとしましては、第２次宇佐海軍航空隊跡

保存整備計画書に基づきまして、今後２９の遺構について短

期・中期・長期という形で整備をしていく計画でございます。

現在の活用計画検討委員会の設置要綱ですと、まだ整備計画が

できていない段階での活用計画、どういう風に整備していくか、

どういう風に活用していくかの内容になっておりました。そう

いったことから、今回第２次の整備計画書が出来上がり、この

中でどういう風に整備していくかが定まりましたので、改正を

行いたいということでございます。整備していったものをどの

ように活用していくかということをポイントとしております。 

第４条の委員の任期ですが、現要綱では「宇佐海軍航空隊跡活

用計画の策定が終了するまでとする」とありますので、整備計



画書が出来上がりましたので、これにつきましては「委員の任

期は１年とする。ただし、再任は妨げない」と改正をしたいと

いうことでございます。よろしくご審議をお願いいたします。 

委 員 長  何か質問はないか。 

教 育 長  補足説明になりますが、昨年度末に第２次の宇佐海軍航空隊跡

保存整備計画書を策定いたしました。この計画書に沿って活用、

あるいはこれから先の整備計画の進捗状況などを見極めながら

推進状況の確認をしていくと言った内容となるため、活用推進

委員会という名称に変更したところであります。 

社会教育課長 ４Ｐの別表の所属職名等をご説明いたします。現在は、観光ま

ちづくり課長、安心院支所産業建設課長、庁内の課長、小中学

校の代表に委員をお願いしていたのですが、これからは整備し

ていく遺構が定まっておりますので、その遺構が所在する自治

区の代表ということで７名、それから、宇佐市甲飛会代表、識

見を有するものというような形で委員を委嘱していきたいと考

えております。 

委 員  航空隊跡の総合的な活用より保存整備の進捗状況ということな

ので、目的はだいたいわかるのだが、総合的な活用というのを

もう少し詳しく把握できるように説明してもらいたい。 

社会教育課長 これまでは、活用の在り方について議論してもらい、それを検

討していただくという委員会であったわけですが、これからは

先ほども言いました通り保存整備計画書が出来まして、これを

こういう風に整備していきますという計画が明確になりました

ので、今後どのように推進していくかという意味で、「活用推進

委員会」という名称に変更しております。教育長からも補足が

ありましたように、計画書が計画書通りに進んでいるかどうか

をこの委員会に報告して、進捗管理をするための委員会の設置

となります。 

教 育 長  自治区代表の方、甲飛会代表の方、それから識見を有するものに

変えたいということで、地域の方々にしっかり入っていただいて

委員会で図りながら、事務の進行を確認していこうというもので

あります。 

委 員  委員さんで自治区代表は恐らく航空隊の近くの人たちの自治会

の代表になると思う。観光まちづくりなどはここで隔離してい

るが、もうちょっと幅があってもいいのではないか。そのあた

り理由があるのか。 

社会教育課長 委員の方々のご指摘のとおりでありまして、学校関係などこれ

からどのように活用していくかが課題になると思います。これ



は、これから本格的にミュージアムが出来ますので、こちらの

中で観光的な面、学習的な面などを吟味していただくようにし

ております。これにつきましては、遺構に特化した活用推進委

員ということにしております。これから遺構を整備していく上

で、当然ながら関係する自治区の中に人が入って行きますので、

そのようなことも含めまして自治区の代表にも入っていただい

ております。 

委 員 長  他に何か質問はないか。異議がないので議第６１号宇佐海軍航

空隊跡活用計画検討委員会設置要綱の一部改正については承認

し、次に議第６２号宇佐海軍航空隊資料収集検討委員会設置要

綱の一部改正について、社会教育課に説明を求める。 

社会教育長  議第６２号宇佐海軍航空隊資料収集検討委員会設置要綱の一部

改正についてご説明いたします。７Ｐからになります。提案理

由としましては、宇佐海軍航空隊等に関する資料を収集及び効

果的な活用及び保存を図るために要綱改正するものでございま

す。資料収集検討委員会の改正のポイントは、平成２４年８月

にこの要綱を設置しておりますが、この時点でもかなりの件数

の収集資料がございましたが、さらにこれからいろいろな戦争

関連資料を収集していこうということで、その収集について検

討する委員会でございました。第１条にありますように、「資料

収集の推進を図る」というような途中段階のような形になって

おりました。今現在約２２００点の資料を収集しております。

これから平和ミュージアムや遺構整備を行っていく中で、これ

らの収集した資料をいかに効果的に活用していくのか、またこ

れから先も収集していくわけですが、収集した資料全てを展示

公開できるわけではありませんので、これらについて効果的に

活用し、またこのような資料の保存方法を進めていくというよ

うなことで、今回、宇佐海軍航空隊等資料収集委員会という内

容で要綱改正を行うものであります。任期につきましても、こ

れまでは事業が終了するまでとしておりましたが、資料収集と

いうのは永遠に続いていくものでありますので、これも任期は

１年として、ただし再任は妨げないというような形で改正をし

たいと思っております。それから８Ｐの委員の所属職名等でご

ざいますが、今回は資料の収集、保存、収集した資料の活用と

いうのが改正のポイントとなっておりますので、これまでの宇

佐市観光協会代表、文化協会の代表、婦人団体の代表というと

ころを改めまして、宇佐市文化財調査委員会の代表、それから

識見を有する者を３名以内といった形で改正を考えております。



以上、提案いたします。ご審議よろしくお願いいたします。 

委 員 長   何か質問はないか。 

委 員  今までの資料収集に関してもかなりいろいろな資料が集まって

いるのだと思うが、要綱を改正することによって、実務的に今ま

で集められなかった資料が集められるようになるとか、そういう

わけではないのか。 

社会教育課長 実務的にはほとんど変わらないと思います。ただ、改正後の第

５条３項に「緊急を要するものについては、事案を委員に回議

して委員会の会議に代えることができる」というのを追加して

おります。これはどういうことかといいますと、たとえば古書

店ですとかいろいろなところに宇佐関係の資料が出ているとい

う情報が入りましたら、すぐに手を打って収集したいというこ

とになるわけですが、この委員会に諮らなければ買えないとい

うことになりますと、他所に貴重な宇佐市関係の資料がいって

しまうことになりますので、緊急を要するものについては持ち

回り決裁をいただいて、スピード感を持って対応できるような

措置を考えております。 

委 員  この組織は、資料収集はできるのだろうが、活用はできるのか。 

社会教育課長 いよいよ平和ミュージアムが平成３２年に開館しようとしてお

りますが、先ほども言いましたように今の時点で約２２００点

余りの資料が収集されております。この資料を全てミュージア

ムで展示はできません。入れ替え等ももちろんありますが、そ

の資料をどのように活用していくのか、また、同じようなもの

が寄贈されていて、例えば軍服などがたくさん収集されており

ますが、今後も何十着、何百着と集めていくのかというような

ことも課題として出てくると思います。そのようなことについ

ても、同じようなものがあれば、何着かにして、他は別な活用

方法を探るなど、そのようなことをこの委員会に諮って、方向

性を定めていきたいと考えております。 

委 員  今課長が言われたように、全部そのまま展示するというのは到

底できないし、どれを展示するかというのは公正にしないとい

けない。展示の仕方で変わってくるので、集まった資料をどう

見ていくか、ここが非常に大事なところだと思う。建物以上に

ポイントになるかもしれない。ぜひそこのところはよろしくお

願いしたい。 

社会教育課長 委嘱する委員として、委員長に教育長、副委員長に教育次長、

委員として宇佐市文化財調査委員会代表、甲飛会代表、宇佐市

塾代表、宇佐の文化財を守る会代表、そういった市民団体の代



表と、識見を有する者３名以内という形で考えております。幅

広い知識をお持ちの方々から選んでいきたいと考えております。 

委 員 長  他に質問はないか。異議がないので議第６２号宇佐海軍航空隊

資料収集検討委員会設置要綱の一部改正については、承認し、

次に議第６３号宇佐海軍航空隊等資料収集委員会委員の委嘱に

ついて社会教育課に説明を求める。 

社会教育課長 議第６３号宇佐海軍航空隊等資料収集委員会委員の委嘱につい  

てご説明いたします。追加議案の２Ｐをご覧ください。教育長

が委員長、教育次長が副委員長、そして宇佐市文化財調査委員

会代表、宇佐市甲飛会代表、豊の国宇佐市塾代表、宇佐の文化

財を守る会代表、識見を有する者３名を委嘱したいと考えてお

ります。任期としましては、平成２８年６月２４日から平成２

９年３月３１日までです。ご審議よろしくお願いいたします。 

委 員 長  質問はないか。異議がないので、議第６３号宇佐海軍航空隊等

資料収集委員会委員の委嘱については、承認し、次に議第６４

号過去議案の訂正について社会教育課に説明を求める。 

社会教育課長 議第６４号過去議案の訂正についてご説明いたします。追加議

案の３Ｐ以降になります。これは、本市の市議会議員のお一人

から、行政文書開示請求により、市町村合併が行われた平成１

７年度以降の人権担当の社会教育指導員の任用に関する教育委

員会の付議議案書の提出が求められました。社会教育課では、

この請求に基づき個人情報を消去したうえで議案書を提出した

ところでございます。そして、この議案書を調査しました市議

から、議案の備考欄に記載されている再任された年次、例えば

４Ｐの平成１７年３月の定例教育委員会・議第６３号非常勤特

別職員の任用についての議案を見ていただきますと、一番右の

備考欄に年次が記載されておりますが、これは１年間任期を全

うしていただいて、終了する時点で継続してお願いする場合に

再任という形にしております。その再任された年次について、

誤りがあると指摘されました。これを社会教育課で精査した結

果、市議から指摘された部分が８か所、それ以外にも５か所の

誤りが明らかになりました。以上のことから、今回過去議案の

訂正について承認をお願いするものでございます。なお、この

誤りがあった前後の任用年次につきましては、間違いはありま

せんので、現在の任用について影響を与えるものではありませ

ん。平成１７年度以降の議案で、市議から指摘された誤りがあ

る部分についてですが、平成１７年度で言いますと、合併前は

旧宇佐市・旧安心院町・旧院内町にそれぞれ社会教育指導員等



がおられました。対等合併という形で合併しましたので、旧市

町村の社会教育委員の規則は廃止され、新宇佐市の規則が設置

されました。よって１７年度につきましては、新市による採用

となり、年次は新規ということで全て１年という形を取らない

といけなかったのですが、合併前からの再任の年次となってお

りましたので、これを改めたいということでございます。後の

過去議案につきましては、単純な記載ミスとなっておりますが、

安心院地域の方につきましては、旧安心院町から続く社会人権

同和教育指導員という職がありました。それが平成２５年３月

に改正され、この社会人権同和教育指導員が廃止されまして、

現行の社会教育指導員になっております。この安心院地域の方

につきましては、職が再任され８年在籍しました。平成２６年

度からは要綱が改正されましたので、新規として社会教育指導

員に任用されております。なお、平成２５年３月で廃止となり

ました旧安心院町の社会人権同和教育設置規則では、指導員の

任期は１年とし、再任することができるということでありまし

たので、再任をされておりました。 

       以上で説明を終わります。ご審議よろしくお願いいたします。 

委 員 長  何か質問はないか。 

では、要点だけ確認したい。記載に誤記があったということか。 

社会教育課長 過去の非常勤職員の任用について、教育委員会に付議をした議

案書の中に年次の誤りがあったということです。これを今回訂

正させていただきたいということです。 

委 員 長  これからは、第３者からみてもおかしくないような誤記がないよ

うに努めていただきたい。他に何か質問はないか。 

平成２５年まで存在した規則もあったということか。 

社会教育課長 通常であれば平成１７年の合併時に全て統一して同じ職にしな

いといけないところが、合併時にどういった理由か分かりませ

んが、社会人権同和教育指導員という違う職種で残っておりま

した。これには附則があり、平成２５年３月３１日まで有効と

なっておりましたが、効力がきれたということで、そのまま現

行の社会教育指導員設置規則に引き継がれていくことになりま

した。これも平成２５年に規則改正を教育委員会に付議してお

ります。 

委 員 長  他に質問はないか。異議がないので議第６４号過去議案の訂正

ついては承認し、次に報告第１項の７月行事等の予定について

各課に説明を求める。 

教 育 次 長  １１Ｐをご覧ください。７月４日、宇佐市交通安全推進協議会



幹事会、５日が教育委員会定例課長会議、施策評価委員会、６

日に宇佐市教育委員会学校訪問があります。委員さん方の参加

をよろしくお願いします。１０日が第２８回大分県少年相撲選

手権大会兼九州大会予選大会、１４日が宇佐市地域保健委員会

理事会及び総会、１９日が教育委員会定例課長会議、２０日が

大分県連合会 人権・同和問題研修会、２１日が第１回事務点

検評価委員会、２２日が９月補正市長査定、２５日が定例記者

会見、２６日が予定でございますが定例教育委員会を予定して

おります。よろしくお願いします。２７日に人権啓発推進協議

会総会が宇佐文化会館大ホールであります。以上です。 

学校教育課長 同じく１１Ｐをご覧ください。７月１日は中津教育事務所の１

学期最後の８回目の学校訪問でございます。５日は西部中学校

にて中学校の校長先生、高等学校の校長先生による合同の連絡

会議があります。６日は校長会主催のスクールリーダー会があ

ります。７日は宇佐市立学校総括安全衛生委員会と、宇佐高校

の先生が中学校に来て授業をするジョイント授業発足会があり

ます。８日は校長・所長会、９日土曜日は本年度２回目の土曜

授業でございます。１２日は教頭会、１５日は小中高研究開発

運営委員会が安心院高校でございます。２０日が市内の幼稚園

小中学校の終業式、２１日から２２日に小学校３・４年生によ

るＡＬＴと過ごす夏休み１日キャンプが、羽馬礼分校で行われ

ます。２７日から２９日にかけて大分県中学校総合体育大会が

あります。２８日に大分県特別活動部会研究会があります。以

上です。 

社会教育課長 ６月２６日、今週の日曜日から７月１日までの約１週間、災害

派遣ということで、社会教育課生涯学習係職員が南阿蘇村に派

遣されます。７月２日に宇佐市青少年健全育成市民会議の総会

と講演会がございます。５日に町並み修景隊と県立工科短大と

の意見交換会とありますが、これは平和ミュージアム構想の中

の遺構整備について協議するものです。町並み修景隊とは市内

の建築士をはじめとする組織で、中津市にあります県立工科短

大の建築の先生と学生を含めて、柳ヶ浦地区に残る遺構の保存

整備に向けた事前調査をしていくので、その整備方針などにつ

いて町並み修景隊と工科短大に協力をお願いするというもので

す。８日に安心院地区青少年健全育成協議会、１２日に宇佐地

区、長洲地区、１４日に北部地区、駅川地区、１５日に西部地

区にて青少年育成協議会がございます。これは毎学期の終了時

に各中学校ブロッで行われている会議でございます。それから、



２３日の宇佐学講座事業、昨年までは市民環境歴史教室でした

が名称を改めまして実施いたします。その第１回目に子ども講

座バス研修で北九州方面に行きます。これは、宇佐は院内安心

院を中心に化石がたくさん出るということで、化石の発掘体験

を中に盛り込んでおります。最終的には北九州市立いのちのた

び博物館で恐竜展を観覧します。２６日、２７日に法鏡寺廃寺

跡整備事業の委員会を予定しております。２６日に文化庁の調

査官が来庁されまして、２７日に会議を開催します。２９日は

平和ミュージアム建設準備委員会とプロジェクトチームの合同

会議を計画しております。今回は建築設計業者が決まりました

ので、展示設計業者を含めて、建設準備委員会とプロジェクト

チームの合同会議を開催します。以上です。 

図 書 館 長  １２Ｐから１４Ｐをご覧ください。大きな行事を抜粋して説明

させていただきます。５月２４日から渡綱記念ギャラリーで、

「三和文庫資料展」が開催されております。７月１０日までと

なっております。この委員会の後、皆さんにご覧いただく予定

になっておりますのでよろしくお願いします。エントランスで

は７月１日から「宇佐美術協会作品展」２点が展示されており

ます。また、教科書展示並びに各小学校の学校新聞も併せてエ

ントランスで展示しております。これは７月４日までの予定で

す。１日は本年度最後の新一年生の図書利用案内ということで

駅館小学校で予定されております。６日から８日まで職場体験

学習ということで、駅川中学から３名の生徒さんが当館で職場

体験の予定となっております。１８日月曜日は祭日休館日を開

館いたしまして、休日開館特別上映会を予定しております。１

９日、２０日は祭日開館をした振替で２日間休館します。２１

日から夏休み行事ということで、スタンプラリーが始まります。

スタンプラリーとは、本館、安心院分館、院内分館３館で本を

借りて参加用紙にスタンプを押してもらうと、ささやかですが、

景品を皆さんにプレゼントいたします。毎年たくさんの子ども

たちに参加していただいております。２４日は図書館友の会の

朗読会が予定されております。２６日、２７日は図書館主催の

一日図書館員、これは学校を通して公募しますが、図書館での

職場体験を企画しております。夏休み期間中は、夏休み特別上

映会を毎週水曜日に行う予定となっております。２８日木曜日

は月末図書整理日で休館です。以上です。 

学校給食課長 ７月６日、オリンピックが近づいているということでブラジル

風料理を予定しております。ガーリックライス・ムケッカ・タ



ブレサラダを南部学校給食センターの安心院・院内地域で提供

する予定になっております。学校給食センター運営委員会を開

催します。宇佐学校給食センター（宇佐地域）が１１日、南部

学校給食センター（安心院・院内地域）が１５日を予定してお

ります。毎月地産地消をすすめるということで、地元産を使用

するという目的で、ふるさと給食の日を設けております。７月

分は南部と宇佐地区共通で宇佐からあげを予定しております。

宇佐地域が１２日、安心院・院内地域と宇佐の中学校、小学校

（４校）が１３日となっております。１４日は院内中部小学校

でトウモロコシの皮むき体験が行われます。以上です。 

委  員  長   何か質問はありませんか。 

委 員  要望事項としまして、社会教育課の各中学校ブロックで行われて

いる青少年健全育成協議会についてです。この会議はずっと以前

からある協議会だと思うのですが、かなりマンネリ化している部

分があるのかなと思っております。地域の交番のお巡りさんが来

て防犯状況などを説明して、時間的にあまり余裕がないため、中

学校や小学校の夏休みの生活のしおりについて各学校毎に説明

をして会議の時間がいっぱいになっているということだと思い

ます。昨年、生徒が事故で亡くなる状況が起こりましたし、こう

いうところで地域と学校と保護者が、きちんと話し合いをして、

そして絶対にそういう事故は起こさないということを確かめ合

う場にしていただければと思います。健全育成協議会は真剣に話

し合う場ではないでしょうか。学校は学校で保護者と先生方がし

っかりと安全対策が行われているでしょうけれども、地域と各学

校の関係者が集まる一学期に一回の貴重な時間だということを

認識していただきたいということを要望にさせていただきたい

と思います。 

委 員 長   他に何か質問はないか。ないようなので次に次回教育委員会の

日程について。 

事 務 局  次回教育委員会の日程についてですが、教育委員会行事等を勘

案しまして、７月２６日火曜日の午後２時００分から教育委員

会２階会議室で開催したいと思いますが、如何でしょうか。 

委 員 長  ７月２６日火曜日の午後２時００分からでよろしいですか。 

委   員  異議なし。 

委 員 長  異議がないので、次回教育委員会は７月２６日火曜日の午後２

時００分から、教育委員会２階会議室で開催します。 

 

 



 

委 員 長  各委員に諮り確認のうえ、第７回教育委員会の閉会を告げる。 

 

 

（閉会 午後３時１３分） 

 

 

 

 上記のとおり、会議次第の記録に相違ないことを証明する。 

 

 


